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は　じ　め　に

　利益相反（conflict of interest）とは，「外部との経済的

な利益関係等によって，公的研究で必要とされる公正かつ

適正な判断が損なわれる，又は損なわれるのではないかと

第三者から懸念が表明されかねない事態」14）をいう．つま

り，その人の私的利益と職業上の義務との間に衝突が生

じ，その結果として，その人の職業上の行動や判断が，経

済的利益，学術的地位の向上，診療による収入，地域社会
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非経済的利益相反（Non‒Financial Conflict of Interest）
―研究の公平性へのさらなる課題―

Non‒Financial Conflicts of Interests：A Further Challenge to the Integrity of Research

仙波　純一
Jun’ichi Semba

　学術研究を支えるものは，研究結果の客観性や透明性，またそれによってもたらされる

科学的公正性である．しかし，この基盤を揺るがしかねない潜在的な脅威として「利益相

反」がある．最近では利益相反についての議論は広く行われ，この用語は広く知られるよ

うになっている．従来，利益相反の議論は，主に製薬企業や医療機器メーカーなどとの金

銭的な利害関係に起因する経済的な面に集中してきた．研究者が，研究資金，講演料，コ

ンサルタント料，株式保有といった経済的利益によって，その研究の設計から結果の解釈

に至るまでの判断を歪められる可能性である．しかし，近年ではこのような経済的（金銭

的）な利益相反の他に，非経済的利益相反が注目されている．これは個人の信念，人間関

係，学術的な名声，名誉・キャリア形成の欲求，所属組織への忠誠心といった，金銭以外

の多岐にわたる要素が，研究の客観的な判断を妨げる状態を指している．非経済的利益相

反のうち，学術分野に関係する学術的利益相反は，研究や教育の公正性に影響を与え，特

に医学雑誌の編集や診療ガイドライン作成において内容の客観的な評価に偏りが生じる

ことが危惧される．しかし，非経済的利益相反の管理は難しく，個人のプライバシーや信

念を侵害する可能性もあるため，透明性の向上や情報公開，参加メンバーの慎重な選定な

どが提案されている．
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での評価といった個人的な利益によって歪められているの

ではないかと疑われてしまう状態といってよいであろう．

　利益相反は，医学研究や臨床実践において避けて通れな

い課題であるにもかかわらず，多くの臨床家や研究者は，

自身の意思決定において利益相反による偏りがあることに

気付いていない7）．Brax, H. らの系統的レビュー5）は，製薬

会社の関与が医師の処方行動に偏りを生じさせることを示

している．また，企業の資金提供が診療ガイドラインや総

説論文などさまざまな媒体において偏りを引き起こす可能

性を示唆するレビューも発表されている22）．精神医学領域

では Perlis, R.　H. ら25）が，産業資金を受けた臨床試験はポ

ジティブな結果を示す傾向が強いことを明らかにしてい

る．特に精神医学領域は，診断では客観的な指標は使用で

きず，薬物療法への依存度が高く，また社会的スティグマ

と強く結びついている．そのため，利益相反が不適切に管

理された場合の影響は他領域よりも深刻であり，精神医学

全体の信頼を損なう危険性がある10）．

　従来，利益相反は製薬企業や医療機器メーカーと研究者

の間の経済的（金銭的）関係を指すものとして理解されて

きた．しかし近年では，経済的要素にとどまらず，研究者

個人の信念，立場，所属，学術的評価欲求，あるいは人間

関係といった非経済的要素もまた判断や行動に影響を与え

うることが広く認識されつつある．ただし，利益相反は必

ずしも不正や背信行為を意味しない．むしろ，適切な開示

と管理によって透明性と信頼性を確保すべき状況を指すも

のと理解すべきである．本稿では，まず経済的利益相反が

問題となった事例を紹介し，続いて非経済的利益相反の説

明と問題となった事例や課題を説明する．その後，非経済

的利益相反のなかでも，特に問題となりやすい学術的ある

いは知的利益相反とその管理について述べる．最後に，こ

れら非経済的利益相反が診療ガイドラインに与える影響お

よびその管理方法に言及する．研究の公平性へのさらなる

課題として，非経済的利益相反の認識と適切な管理を提示

したい．

Ⅰ．経済的利益相反	
（financial	conflict	of	interest）

　経済的利益相反が問題になった象徴的な例として，日本

では 2013年のディオバン事件がある．ここでは製薬企業

の社員が著者の一人であることを開示しないまま論文が発

表され，不適切な解析が行われたことが後に発覚した．こ

の事件は複数の論文撤回を招き16），臨床研究に対する社会

的信頼を大きく損ない，臨床研究法の立法にまでつながっ

た．また最近，日本の精神医学分野では，双極症およびう

つ病の診療ガイドライン作成者と製薬会社との間の経済的

な利害関係を調査した研究が発表された20）．そこでは少数

の特定の執筆者に経済的利益相反が集中していることが明

らかになり，このガイドラインにおける利益相反管理に疑

問をもたれる結果となっている．

　一方で，利益相反の開示は逆に公衆の信頼を低下させる

のではないかという危惧もあることは指摘しておくべきで

あろう30）．Kanter, G.　P. ら13）は，Sunshine Act〔注：Sun-

shine Act（正式名：Physician Payments Sunshine Act）と

は，米国における製薬・医療機器企業と医師や医療機関と

の金銭的関係を透明化するための法律で，企業は医師や病

院へ行う金銭提供を国に報告しなければならず，その結果

はインターネット上に公開されている〕が新たに施行され

た州と，すでに施行されていた州との間で，主治医や医療

職全体への信頼感の変化を比較するために，一般住民を対

象とした調査を行った．医師に対する業界の支払いを透明

化することにより，医師は金銭的な利得を隠蔽していない

という誠実さを示すことができ，医師の社会的信頼を高め

ることができるのではないかと予想された．しかし，実際

は多くの患者は公開された情報に接しておらず，「医師は

製薬企業から高額の報酬を得ている」というメディア報道

により，逆に医師や医療職全体に対する不信感が高まって

しまったことが示された13）．

Ⅱ．非経済的利益相反	
（non—financial	conflict	of	interest）

1．	非経済的利益相反とは何か

　近年，利益相反の概念はさらに非経済的（non‒finan-

cial）な領域にも広がっている（表 1）19）．非経済的利益相

反は，金銭的利得が存在しなくとも，信念や価値観，対人

関係，所属先，社会的地位などが判断に影響を与える状況

を指す（表 2）33）．例えば，1）人間関係（友人，家族，現

在または過去の指導者に対しては支持的に，敵対グループ

などに対しては批判的になりがちなこと），2）論文のテー

マに関連する個人的な信念（政治的，宗教的，イデオロ

ギー的信念），3）属する学派や組織に対する忠誠心，4）

個人的な名誉・キャリア形成をめざした業績作りなどであ

る．医療分野においても，人生全般と同様に，金銭は行動
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の唯一の決定要因ではない．価値観，信念，社会的関係も

同様に重要であり，これらの要因が意思決定や保健政策に

与える影響を排除することはできない32）．

　非経済的利益相反は多岐にわたるため，しばしば本人も

自覚しないかたちで判断に影響を与える．特に精神医学に

おいては，研究者や臨床家の価値観や信念が診断や治療方

針に強く影響することが多い．例えば，薬物療法中心か心

理社会的介入を重視するかといった治療者の立場の違い

は，学問的議論にとどまらず臨床現場での治療選択に直結

する．自らのもつ宗教的・倫理的立場から，自殺，妊娠中
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仙波：非経済的利益相反

表 1　利益相反の種類

経済的利益相反 経済的以外の利益相反

個人的利益相反

・�特定の企業／団体から本人，家族
への経済的利益の提供

・�研究費取得の利益
・�機器，人材，研究環境の提供
・�その他

・研究活動
・�個人の専門性・選好
・�昇進・キャリア形成
・�師弟関係などの人間関係
・�その他

組織的利益相反

・�特定の企業／団体から学会・研究
会などへの経済的支援

・�学会・研究会の経済的発展
・�その他

・学会・研究会などが推奨する専門性
・�学会・研究会などの学問的発展
・�利害関係のある他組織との競争関係
・�その他

個人的利益相反の「経済的以外の利益相反」がほぼ非経済的利益相反に相当する．
（文献 19を一部加筆）

表 2　非経済的利益相反のカテゴリー

カテゴリー 内容

信念・観点ベース（belief�or�viewpoint—based）
・�宗教的信念
・�倫理・道徳的信条
・�政治的・哲学的立場
・�イデオロギー（例：反ワクチン，中絶の是非）
・�価値観に基づく強い意見

強い信念が判断や行動に無意識に影響し，
偏見やバイアスを生む可能性がある

キャリア関連（career—related）
・�出世・昇進の欲求
・�学術的な評価・栄誉（賞，地位など）
・�学会・研究分野への忠誠
・�特定の専門分野への肩入れ
・�特定の理論・方法論への固執

キャリア向上の動機が，研究の選択，結果
の解釈，出版姿勢などに影響を及ぼす

対人関係（interpersonal）
・�友人・家族との関係
・�同僚・上司・指導教員との関係
・�ライバル関係（競合）
・�学会や編集委員会での人脈

利害関係者との関係が判断に偏りを生む可
能性がある

研究関連（research—related）
・�特定の仮説・研究結果への執着
・�高インパクトジャーナルへの掲載志向
・�研究資金の獲得欲求
・�学位取得・論文数の目標達成プレッシャー

研究者としての「信念」や「目標」が客観
性に影響を与える

地位関連（status—related）
・�社会的名声・名誉欲
・�「第一人者」になりたい欲求
・�尊敬・影響力の追求
・�メディア露出や有名人化願望

目立ちたい，認められたいという動機が科
学的誠実性に影響する可能性

（文献 33をもとに著者作成）
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絶，性別違和などに対する意見を患者に過度に押しつけて

しまう治療者がいるかもしれない．また，自分を含む特定

の治療研究グループが得た結果を過度に重視し，他の治療

法を公平に評価することができない治療者がいるかもしれ

ない．これは精神療法だけでなく，薬物療法あるいは身体

療法24）においても同じように生じうる17）．このように非経

済的利益相反の影響は精神科領域において大きく，患者の

利益を最優先に守るための透明性確保が求められている．

2．	非経済的利益相反がもたらした出来事

　Wakefield事件は非経済的利益相反の 1例である．自閉

症とMMRワクチンの関連を主張した 1998年の論文は，

後に被験者の選択における不正，データの捏造，そして著

者自身の反ワクチンという強い信念が背景にあったことが

明らかになり，2010年に撤回された15）．発表後，反ワクチ

ン団体との関係や特許申請といった要因によっても歪めら

れていたと判断された．この事件は世界的なワクチン忌避

を招き，非経済的利益相反が公衆衛生に大きな影響を与え

ることを示した．また，WHOによる母乳育児と肥満予防

に関するメタアナリシス12）にも非経済的利益相反の問題

があることが指摘されている6）．この研究では「母乳育児

を受けた個体は肥満/過体重と診断される可能性が低い」

という結論が得られた．しかしその後，Cope, M.　B. ら6）が

データ源となったすべての論文を調べたところ，いずれの

論文にも産業資金の関与はないものの，強い出版バイアス

が存在することが確認された．彼ら6）はこれらの論文の著

者が「母乳育児が子どもの健康によい」という社会的通念

や著者個人の信念がバイアスを作り出したのではと推測し

ている．

3．	非経済的利益相反開示に伴う問題点

　非経済的利益相反では開示の困難さも指摘されている．

非経済的利益相反の概念はあまりにも広すぎて，実際の利

益相反を定義するよりも，知的信念を表すために使用され

ているという批判もありうる．実際，誰も完全に中立で偏

見がないわけではなく，科学者には自分の専門分野に対す

る価値観や信念があって当然である．またすべての知的利

益が利益相反を構成するわけではなく，科学の進展には多

様な視点も必要であるのに，あらゆるものが利益相反とラ

ベル付けされてしまうおそれがある．さらに一部の利益の

開示は倫理的・プライバシー上の懸念（例えば，政治的あ

るいは宗教的な信念の開示）を引き起こす可能性があるな

どの問題もある4,11,31）．

Ⅲ．学術的利益相反	
（academic	conflict	of	interest）

1．	学術的利益相反とは何か

　非経済的利益相反のなかで，特に学術活動に関連するも

のとして学術的利益相反がある．学術的利益相反とは，学

術研究や教育活動において，個人的あるいは職業上の利益

が組織上の役割を乗り越えてしまうことによって，学問上

の判断や責任に不当に影響を与えてしまうことをいう2）．

学術的利益相反は，研究者や教育者の客観性や倫理に依拠

し，学術研究や教育内容の公正性だけでなく，学問分野全

体の信頼性を損なうリスクをはらんでいる．例えば，心理

療法に関するレビューの分析では，研究者のもつ特定の心

理療法への「忠誠心」が結論への偏り〔治療者忠誠バイア

ス（therapist allegiance bias）〕を引き起こしていること

が示されている8,18）．

　学術的利益相反が起こりうる場面としては，研究助成の

審査，学術雑誌の査読，ガイドラインの作成，教育活動や

指導などが考えられる．しばしば，科学的名声，キャリア

昇進，学内政治的利益，イデオロギー的なかかわりなどの

目に見えない要因も関係し，それらが研究や論文発表にお

けるバイアス，教育上の人間関係や倫理などに影響を与え

る．特に医療系の大学に所属する教員は，教育・研究・臨

床・社会とのかかわりの交差点に位置しているので，学術

的使命と個人的利益の間に矛盾が生じるリスクが高い．

2．	学術論文出版に伴う学術的利益相反

　学術発表の際の査読プロセスにおける学術的利益相反が

問題となっている．Radun, I. 26）によれば，個人的な信念や

感情が査読者の客観性を損なう可能性があり，これが敵対

的で非倫理的なレビューにつながることがあるという．特

に議論の多い分野や小規模な研究分野では，編集者や査読

者が特定の擁護団体に所属していることによる利益相反が

見過ごされがちになる．特にヒト幹細胞，妊娠中絶，進化

論，銃規制，婚姻法など情緒的になりうる課題は扱いが難

しい．

　対策としては，1）特定の研究分野に対して強い個人的

な信念や拒絶感をもっている，あるいは論争に深く関与し

ている査読者は，関連する論文の審査を自ら回避（recus-

al）する，2）編集者，査読者，著者などすべての関係者は
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起こりうる利益相反を申告する，3）査読者や編集者自身

が非経済的利益相反のあることを意識する，4）非経済的

利益相反についてのガイドライン適用を強化する，5）編

集委員会の多様性を保つなどがある26）．しかし，現在の査

読システムでは査読者の利益相反を外部から知ることは困

難で，自己申告に頼らざるを得ないなど，非経済的な利益

相反の特定と管理は困難であるのが現実である．

　出版社側も非経済的利益相反に無関心なわけではない．

ちなみに『Nature』誌では 2018年に「非経済的利益相反

に関する規則を強化する方針」を論文著者に求める Edito-

rialを表明している21）．また，一部の医学出版社も編集方

針として，著者の非経済的利益相反について以下のことを

開示するように具体的項目を挙げている29）．これには，医

薬品，専門機器，ソフトウェアなどの受領の有無，研究結

果から経済的または評判上の利益・不利益を受ける可能性

の有無，利害関係者からの執筆・事務的支援の有無，研究

内容に関連すると考えられる個人的，政治的，宗教的，思

想的，学術的・知的立場の有無などが含まれている．

3．	学術的利益相反の問題点

　学術的利益相反を避けるのが難しい理由として，1）研

究資金提供の必要性（現代の研究は多額の資金を必要と

し，多くの場合，企業，政府機関，その他の外部団体から

の資金提供を受けることで成り立っている．資金提供者か

らの利益や期待が間接的に研究者の行動や研究結果に影響

を与える可能性がある），2）専門知識や特定分野への関与

（研究者は特定の分野や理論に深く関与するため，無意識

に自身の研究にとって有利な解釈を優先することがある．

このような知的なバイアスは，ある意味で学問の成長に必

要な部分もあり，完全に排除することは困難である），3）

職業的・個人的なネットワーク（研究や教育活動のなかで

多くの人間関係を築くため，他の研究者や学生との関係が

研究や評価に影響を及ぼすことがある．例：共同研究者や

指導する学生に対する個人的な感情や関係性が，学術的判

断に無意識に影響を与える場合がある），4）キャリアの向

上や学問的な認知への欲求（例えば，業績を上げるプレッ

シャーが注目を集めやすい研究テーマや結果を優先する行

動につながるなど）である．

4．	学術的利益相反の管理

　学術的利益相反の管理はしばしば容易ではない．個人が

自分の信条を強くもつことは当然ありうることであり，多

様な意見や深い経験をもつ個人をメンバーから外すこと

は，多様性を許容しないことにもなる．また，実際に非経

済的な利益相反の有無を調べることは個人のプライバシー

の侵害ともなりかねない．しかし，非経済的利益相反の開

示は当然のこととして考えるべきである．したがって，学

術的利益相反の管理としては，次のようなことを慎重に検

討し行わなければならない．

　研究者が企業などから資金提供を受けている場合，資金

提供者に有利な結論を出す可能性がある．非経済的利益相

反としては，研究者が特定の研究者と個人的に強い関係に

あるかを検討する．そのような場合，研究者は親しい関係

にある共同研究者を批判しにくくなる，あるいは評価にお

いて不公平が生じる可能性がある．また，研究者が特定の

理論や立場に長く関与していると，それに基づく研究成果

を優先し，異なる証拠や反論に対して偏見をもつことがあ

りうる．したがって，研究者自身も研究資金の提供元や個

人的な関係，または特定の理論や立場への関与について敏

感になり，利益相反のあることを率直に明示する必要があ

る．このような研究者自身の自覚も必要であるが，異なる

立場をもつ研究者を共同研究者として含めることや，元

データを公開して他者による検証を担保するなどの対策も

考えられる．

　教育活動では，教授や講師が個人的な信念や政治的・宗

教的な立場に基づいて教育内容を選択し，学生に特定の価

値観や意見を押し付けるという問題が生じやすい．教育目

標を明文化し，組織として内容に偏りがないことを確認

し，論争の多い分野では多次元的な視点を組み込むように

義務づける必要があるかもしれない．そのためには教員の

教育も必要であろう．さらに研究者が学会や学術雑誌の編

集委員会の役職にある場合，その立場を利用して自身の研

究や関係者の研究を優遇するなどの問題が生じる可能性が

ある．査読者が著者と個人的な関係がある場合や，競合す

る研究を行っている場合は，編集者は別の査読者を選定す

べきである．これらの点に留意しながら，研究機関や学会

では学術的利益相反の管理を含むガイドラインを自ら作成

すべきであろう．さらに，これらの対策が第三者によって

客観的な評価がなされる必要もある．

5．	知的利益相反（intellectual	conflict	of	interest）

　非経済的利益相反の一部は知的利益相反と呼ばれること

がある．知的利益相反とは，個人が特定の見解や立場に対

して過度に固執し，その結果，専門的な判断や推奨が不当
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に影響を受ける状況を指している1,4,11）．このように知的利

益相反は学術的利益相反と重複する部分が多い．したがっ

て，知的利益相反の管理は学術的利益相反とほぼ同様であ

る．

Ⅳ．診療ガイドライン作成と非経済的利益相反

1．	診療ガイドライン作成における非経済的利益相反

　非経済的利益相反は診療ガイドライン作成において特に

重要である．委員が重大な非経済的利益相反を抱えている

と，推奨度が偏りガイドライン全体の信頼性を損なう可能

性がある．診療ガイドライン作成における非経済的利益相

反の具体例を表 327,28）に挙げた．例えば，ガイドラインの

パネリストには多かれ少なかれガイドラインのもとになる

研究論文の著者が含まれている．前述の allegiance biasに

ついても述べたように，自分の行った研究の成果を強調し

たがるパネリストがいれば，彼らはそれがガイドラインで

推奨されれば，自身あるいは属する学術団体の学術的評価

や社会的影響力が高まると考えるであろう．今後の研究資

金の獲得にも有利に働くかもしれない．また，ガイドライ

ン作成に関与すると所属機関における昇進や人事評価に有

利に働く場合もあるかもしれない．このような結果，ガイ

ドラインの推奨が偏り客観的な判断が損なわれる可能性が

生じる．

2．	診療ガイドライン作成における非経済的利益相反管理

の現状

　現在，日本でも多くの学会が主体となって診療ガイドラ

インを作成している．そこでは経済的利益相反の開示は広

く行われているものの，非経済的・学術的利益相反の扱い

はなお不十分である．わが国で診療ガイドライン作成の基

準となっている『Minds診療ガイドライン作成マニュアル

2020』19）でも「学術的 COIなどの経済的 COI以外の COI

への対応としては，診療ガイドライン作成グループの構成

員が特定の専門領域・関係者に偏らないように配慮する必

要がある」，また「診療ガイドラインの内容に関連する可

能性のある学会・研究会などが幅広く参加し，多様な専門

家・関係者が合同で作成に当たることが極めて重要であ

る」などと記述されているが，具体的な開示基準について

の言及はない．実際にいくつかの国内の診療ガイドライン

を眺めても，推奨決定に際して「学術的利益相反をもつ委

員は棄権した」と記載されているものがごく少数見られる

ものの，その基準や具体的対象は明示されていない．最近

の海外の報告によれば，国際的な診療ガイドラインにおい

ても非経済的利益相反の開示はなお不十分とされている3）．

3．	系統的レビューやメタアナリシスの透明性を管理する

国際的な取り組み

　診療ガイドライン作成にあたって，その作成資料となる

ものは系統的レビューやメタアナリシスなどの知見であ

る．したがって，これらの研究の利益相反管理は，ガイド

ラインの公正性を保つためにも重要である．近年，これら

の系統的レビューやメタアナリシスを国際的に登録・公開

していき，利益相反を含む研究の質と透明性を管理しよう

とする取り組みがなされている．これには，PRISMA‒P

（Preferred Reporting Items for Systematic Review and 
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表 3　診療ガイドラインにおける非経済的利益相反の具体例

・学術的名声や評価の獲得
　ガイドラインで自分の研究成果や仮説が推奨されることで，学術的な評価や名声が高まる
・�昇進やキャリアアップへの影響
　ガイドライン作成への関与や特定の治療法推奨が，所属機関での昇進や人事評価に有利に働く
・�研究資金や研究業績の獲得
　�自分が関与する研究やプロジェクトがガイドラインで推奨されることで，今後の研究資金獲得
や業績評価にプラスとなる

・�所属組織や学会の利害
　�自分が所属する医療機関や学会，研究グループの治療法や方針をガイドラインで優先的に取り
上げることで，組織の利益や競争力向上につながる

・�専門医資格や手技数などの要件
　�特定の手技や治療法の実施件数が専門医資格取得の条件となっており，その治療法をガイドラ
インで推奨することで自分や同僚の資格取得が容易になる

・�役職や委員会活動
　学会や関連団体の役員・委員としての立場が，ガイドラインの内容に影響を与える

（文献 27,28 より）
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Meta‒Analysis Protocols）（https://www.prisma-statement.

org/protocols），OSF（Open Science Framework）（https://

osf.io/），PROSPERO（International Prospective Register 

of Systematic Reviews）（https://www.crd.york.ac.uk/pros-

pero/）などがある．PRISMA‒Pは系統的レビューやメタ

アナリシスのプロトコルを記載するための基準を示したガ

イドライン，OSFは研究計画やデータ，解析計画などを事

前登録・公開するプラットフォーム，また PROSPEROは

健康・医療分野の系統的レビューのプロトコルを事前に登

録・公開するための国際的データベースである．利益相反

管理で見ると，PRISMA‒Pは経済的・非経済的を区別せ

ず利益相反の開示を求めているのに対し，PROSPEROは

主として経済的利益相反を想定しており，一方 OSFでは

非経済的・学術的利益相反の扱いは研究者の自発的記載に

委ねられている．これら 3者が揃うことによって，診療ガ

イドラインの信頼性・妥当性・透明性を系統的レビューの

段階から底上げすることができるであろう．しかし，最近

のメタアナリシスでは，特にプラットフォームが明示的に

要求していない項目（資金源の事前指定や対象研究からの

利益相反抽出など）については，詳しい報告がしばしば欠

如しているという指摘もある9）．

4．	診療ガイドライン作成における利益相反管理の具体策

　診療ガイドライン作成における利益相反への対策とし

て，1）診療ガイドライン統括委員会の設置（利益相反申

告内容に基づいた診療ガイドライン統括委員会の構成員の

決定），2）ガイドライン作成グループ構成員の決定（利益

相反申告内容に基づいてガイドライン作成グループ構成員

を決定），3）利益相反申告内容に基づく役割範囲・制限の

決定などが提案されている23）．さらに，学術的ライバルを

共同研究に招請すること，結果判明前の研究デザイン検証

や三重盲検データ解析（被験者・研究者・データ管理者・

統計家を含む）を行うこと，当事者・家族を含む利害関係

者の関与（これによってガイドラインにおけるリサーチク

エスチョンを研究者の関心だけでは設定できなくする），

他の研究チームによるデータ分析などの対策を加えること

により，より非経済的利益相反による偏りのないガイドラ

イン作成が期待される17）．

お　わ　り　に

　利益相反には，経済的利益相反に加え，非経済的利益相

反，知的利益相反，学術的利益相反といった多様な視点が

ある．非経済的利益相反は，個人の信念・人間関係・所属

先などが職務上の判断に影響を与える状況をいう．非経済

的利益相反のうち学術面にかかわる学術的利益相反では，

科学的名声やキャリアなどが学問上の判断に影響すること

が問題となる．これらの利益相反は，研究や医療，教育に

おける公正性や信頼性を損なう可能性があり，臨床試験や

ガイドラインの結論に偏りを生じさせることがある．利益

相反の管理には開示が重要であるが，特に非経済的・学術

的利益相反では定義の曖昧さやプライバシーの問題といっ

た課題も指摘されている．しかし，今後はこのような対策

を進めることによって，より研究の公正性が保たれること

を期待したい．

利益相反
　2023年から2025年の3年間に本学会の開示基準を満たす利益相反
はないが，Meiji Seikaファルマ株式会社とエーザイ株式会社から講
演料を得ている．
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仙波：非経済的利益相反

Non‒Financial Conflicts of Interests：
A Further Challenge to the Integrity of Research

Jun’ichi SEMBA

Takatuki Clinic, Tokyo Aiseikai Medical Corporation

　　The foundation of academic research lies in its objectivity and transparency, which in turn 

ensure scientific fairness. However, this foundation relies on the concept of being transparent 

about conflicts of interest. Traditionally, conflicts of interest have focused primarily on finan-

cial interests such as funds received from pharmaceutical companies and medical device manu-

facturers. However, researchers’ economic interests, such as research funding, lecture fees, 

consulting fees, and stock ownership, may distort their judgment in all areas of research from 

the design of the study to the interpretation of the results. Recently, both economic and non‒
economic conflicts of interest have received increasing attention. There is evidence that non‒
monetary factors, such as personal beliefs, interpersonal relationships, academic prestige, the 

pursuit of recognition and career advancement, and institutional loyalty, interfere with objec-

tive research judgment. Particularly in the academic field, academic conflicts of interest can 

affect the fairness of research and education. There are increasing concerns that conflicts of 

interest may lead to biased evaluations in the editing of medical journals and the creation of 

clinical guidelines. However, managing non‒financial conflicts of interest is challenging, as it 

may infringe on personal privacy and belief systems. Therefore, the implementation of various 

measures, including enhancing transparency, disclosing information, and carefully selecting 

participants, have been proposed.
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